
　都市計画税は、下水道や街路の整備など、都市計画事業に要する費用の一部として活用されています。

（単位：千円）

国 ・ 県 そ の 他 う ち
支 出 金 一般財源等 都市計画税

3,285,654 74,904 338,900 2,871,850 2,736,420 83.3%

街 路 事 業 225,932 23,363 182,200 20,369 19,408 8.6%

公 園 事 業 37,225 26,500 10,725 10,219 27.5%

下 水 道 事 業 2,113,681 36,159 115,000 1,962,522 1,869,974 88.5%

市街地開発事業 32,425 15,382 15,200 1,843 1,756 5.4%

市 債 償 還 876,391 876,391 835,063 95.3%

＊下水道事業・・・下水道建設等、一般会計からの繰出金

＊市債償還・・・・都市計画事業に係るもの

＊市街地開発事業・・・新町西地区市街地再開発事業に係るもの

市債償還

都市計画事業合計

市 債

令和６年度決算における都市計画税の使途状況

財源内訳

事 業 名 決 算 額
決算額に対する
充 当 率

下水道事業
68.3%

市債償還
30.5%

市街地開発事業
0.7%

公園事業 0.4%

街路事業 0.1%

都市計画税の総額を100％としたときに

各事業に財源として充当した割合


